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建設業退職金共済制度について
１ 基本的な仕組み
○建設業の中小企業事業主が、雇用日数に応じて、建設技能労働者に掛金を充当（電子
申請方式又は証紙貼付方式）。

○労働者が現場を移動し、事業主を変えても、先々で掛金を充当されれば、建設業で働
いた日数は全部通算。

○勤労者退職金共済機構が、拠出された掛金を管理・運用。
○労働者が建設業界で働くことをやめたときに、労働者の請求により、機構から労働者に
対して退職金を支払。

２ 概要と実績
○掛金額 日額320円（月額換算6,720円（×21日））
○予定運用利回り 1.3%（令和3年10月1日以降）
○加入事業所数 約17万5千所（令和3年度末）
○加入労働者数 約216万人（令和3年度末）
○退職金支給総額 約576億円（令和3年度）
○労働者一人当たりの平均退職金支給額 約92.5万円（令和3年度）
○資産運用残高 10,688億円（令和3年度末）
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　　※　利用率は、月毎の平均掛金収納額に電子申請の掛金充当額が占める割合を表す

（令和3年度掛金収納額）  　（掛金日額の平均）  　（1月当たりの平均納付日数）
310円+320円
　　　　　2

（1月当たりの平均納付日数） (掛金日額)

月毎の平均掛金納付日数　＝　　　　　　570億円　÷     ÷　12月　 ＝ 万日分

月毎の平均掛金収納額　　　＝　　   　 1,510万日 ×　 320円 ＝ 4,864,000 千円
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02月

2022年
03月

2022年
04月

2022年
05月

2022年
06月

2022年
07月

2022年
08月

退職金ポイント購入 4,489 5,607 25,795 17,171 17,917 25,676 36,698 54,785 59,291 51,047 60,700 113,758 111,168 93,900 118,089 111,472 102,952

証紙⇒ポイント交換 7,165 5,187 4,348 5,700 14,567 7,394 17,338 10,550 7,071 6,072 1,232 19,408 5,200 12,146 13,670 45,689 8,307

掛金充当 1,179 3,333 6,279 7,607 10,804 13,263 21,443 38,552 53,870 56,718 59,107 86,857 78,850 78,869 92,924 97,793 98,875
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電子申請利用状況（令和4年8月31日現在）

証紙⇒ポイント交換 退職金ポイント購入 掛金充当

（単位：千円）

利用率2.0%
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※自社工事とは、雇用主と掛金拠出者が同一で、下請を利用しない場合の電子申請方式の掛金納付方法
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掛金充当のうち自社工事 142 2,444 4,621 5,538 8,148 8,811 15,823 29,296 40,257 44,609 43,445 63,804 57,965 52,485 55,366 51,356 55,753

掛金充当のうち自社工事以外 1,037 888 1,658 2,069 2,656 4,452 5,619 9,256 13,613 12,109 15,663 23,054 20,885 26,385 37,558 46,438 43,121

全体に占める自社工事以外の比率 88.0% 26.7% 26.4% 27.2% 24.6% 33.6% 26.2% 24.0% 25.3% 21.3% 26.5% 26.5% 26.5% 33.5% 40.4% 47.5% 43.6%
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（千円）
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建退共とＣＣＵＳのデータ連携の推進

方式Ⅰ(直接入力方式)
参照

　　建退共事務受託様式５号

殿 年 月 日

報 告 事 業 所 名

住 所

電 話 番 号

共 済 契 約 者

番 号

建設キ ャリアアッ プシス テム

事 業 者 I D

工 事 コ ー ド

建設キ ャリアアッ プシス テム

現 場 I D

備 考

（ 契 約 者 番 号 ）

元 請 事 業 所 名

次の表のとおり、就労実績を報告します。

就労 状況 年 月 日 ～ 年 月 日

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 合計日数

※　建設キャリアアップシステム登録技能者は、ＣＣＵＳ欄に「〇」印を記載

被共済者就労状況報告書（日別報告様式）
整理番号

報 告 日

掛金納付についての

事務を委託します。

（ 契 約 者番 号）

総合計

一次 事 業 所 名

No. 被共済者番号 項番 氏名 CCUS

               印 

現場責任者確認

就労実績の集計に建設

キャリアアップシステムを

活用しています。

5号日別様式

方式Ⅱ（下請個別作業方式）

方式Ⅲ
（元請／一次下請一括作業方式）

（システム改修中）

就業履歴一覧ファイル
（雇用主が個別に
ダウンロード）

ＣＣＵＳ用
就業履歴
入力データ
ファイル

方式Ⅲは、
試行・説明会等を経ていただき順
次利用開始

電子申請専用サイト

　　　建退共事務受託様式４号

年 月 日

印

次の表のとおり、就労実績を報告します。 年 月 日～ 年 月 日

※　建設キャリアアップシステム登録技能者は、ＣＣＵＳ欄に「〇」印を記載

総合計　

No. 共済契 約者番号 項番 共済契約 者名 被 共 済 者 番 号 被 共済 者 名

報告期間：

(共 済 契 約 者 番 号 ) ( 共 済 契 約 者 番 号 )

元 請 事 業 所 名 一 次 事 業 所 名

工 事 コ ー ド

備 考

建 設 キ ャ リア ア ッ プ シ ス テム

現 場 I D

電 話 番 号

共 済 契 約 者

番 号

工 事 名

報 告 事 業 所 名

住 所

建 設 キ ャ リア ア ッ プ シ ス テム

事 業 者 I D

被共済者就労状況報告書（月別報告様式）
整 理 番 号

殿 報 告 日

掛金納付についての

事務を委託します。

就労実績の集計に建設
キャリアアップシステムを

活用しています。

現場責任者確認

C CU S
就 労 日数

31 0円

連携データ
4号月別様式

（共済契約者）

（建退共）

Ｒ

Ａ

Ｒ は、
令和4年9月末から下請個別作業方式
で利用可能
元請/一次下請一括作業方式は令和5年
2月に利用開始予定
説明会等は今後検討

一覧データ
登録方式

※ 直接入力の他、利便性の向上のため、共済契約者から希望の多い様式第5号
日別報告のデータファイル（EXCEL、CSV）を直接取込による入力も可能。

Ｂ

建退共連携ファイル
（元請一括）

二次

方式Ⅱ

Ａ 方式Ⅲ

or※

建退共連携ファイル
（元請/一次一括）

一次

建退共連携ファイル
（元請/一次一括）

元請

元下間での
報告も必須

元請が一括
して実施

5
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7
0

長
野

9
月

2
1日

1
0月

4
日

①
1
0月

1
8日

②
1
0月

2
5日

③

7
1

岐
阜

7
2

静
岡

1
0月

7
日

①
1
0月

2
1日

②

7
3

愛
知

2
月

2
7日

7
4

三
重

9
月

2
2日

9
月

2
9日

1
1月

8
日

①
1
1月

2
5日

②
1
1月

2
9日

③

7
5

滋
賀

9
月

8
日

②
9
月

2
9日

③

7
6

京
都

8
月

9
日

8
月

2
6日

①
9
月

1
6日

②
1
0月

7
日

③

7
7

大
阪

9
月

2
6日

7
8

兵
庫

1
0月

2
1日

1
1月

8
日

①
1
1月

2
5日

②
1
1月

2
9日

③

7
9

奈
良

8
月

1
9日

①
2
5日

②
8
月

2
6日

③
1
2月

6
日

①
1
5日

②
1
2月

2
0日

③

8
0

和
歌

山

8
1

鳥
取

1
0月

1
4日

1
0月

1
7日

1
0月

1
8日

8
2

島
根

1
0月

2
5日

1
0月

2
6日

1
0月

2
7日

1
2月

6
日

①
1
2月

9
日

②
1
2月

1
5日

③

8
3

岡
山

8
月

3
0日

①
9
月

2
0日

②
1
0月

2
5日

③

8
4

広
島

1
2月

9
日

①
1
2月

1
5日

②
1
2月

2
0日

③

8
5

山
口

8
月

2
9日

8
月

3
0日

9
月

8
日

①

8
6

徳
島

8
7

香
川

8
8

愛
媛

8
9

高
知

1
0月

4
日

①
1
0月

1
2日

②
1
0月

1
8日

③

9
0

福
岡

9
1

佐
賀

8
/1

支
部

8
/4

支
部

1
月

2
7日

②

9
2

長
崎

9
月

2
2日

②
2
7日

③
9
月

2
9日

①
1
0月

1
2日

②
2
1日

③
1
0月

2
5日

①

9
3

熊
本

9
4

大
分

8
月

1
9日

①
8
月

2
5日

②
8
月

3
0日

③

9
5

宮
崎

1
1月

2
日

①
1
1月

1
5日

②
1
1月

2
5日

③

9
6

鹿
児

島
1
1月

2
8日

1
1月

2
9日

9
月

1
6日

①
9
月

2
2日

②
9
月

2
7日

③

9
7

沖
縄

9
月

5
日

9
月

6
日

9
月

7
日

9
月

8
日

1
月

1
2日

①
1
月

1
7日

②
1
月

2
7日

③

Ｃ
Ｃ

Ｕ
Ｓ

連
携

1
1月

2
2日

④
1
1月

3
0日

⑤

８
月

１
月

、
２

月

１
２

月

都
道

府
県

別
　

建
退

共
主

催
　

説
明

会
開

催
日

程
表

制
度

説
明

会
電

子
申

請
操

作
説

明
会

９
月

、
１

０
月

2
0
2
2
/
9
/
3
0現

在

２
月

1
0月

1
0月

～
1
1月

※
4
7都

道
府

県
で

開
催

予
定

（
空

欄
は

調
整

中
）

１
２

月

８
月

２
月

9
/
6～

8
、

9
/
1
2～

1
4

表
中
の
電
子
申
請
操

作
説
明
会
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
は
以
下
の
と
お

り①
自
社
工
事

（
基
本
操
作
）

②
元
請
企
業
向
け

③
下
請
企
業
向
け

④
Ｃ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
連
携
元

請
・
一
次
下
請
一
括

方
式

⑤
Ｃ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
下
請
個

別
作
業
方
式
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